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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

特
定
受
給
資
格
者
の
範
囲
の
改
正

基
本
手
当
の
特
定
受
給
資
格
者
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
と
し
て
、

（１）
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
当
該
期
間
が
一
年
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
に
際
し
当
該
労
働
契
約
が
更
新

さ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
（
一
年
以
上
引
き

続
き
同
一
の
事
業
主
の
適
用
事
業
に
雇
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
を
規
定
す
る
こ
と
。

基
本
手
当
の
特
定
受
給
資
格
者
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
と
し
て
、

（２）
当
分
の
間
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
正
当
な
理
由
を
規
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
被
保
険
者
が
失
業
し
た
場
合
に
お

い
て
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
る
こ
と
と
す
る

こ
と
。

二

常
用
就
職
支
度
手
当
の
対
象
者
の
範
囲
の
改
正

常
用
就
職
支
度
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る
季
節
的
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
特
例
受
給
資
格
者
に
つ
い
て
、
そ
の
通
年
雇
用
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に
係
る
業
種
の
限
定
を
廃
止
す
る
こ
と
。

三

労
働
移
動
支
援
助
成
金
等
の
改
正

次
に
掲
げ
る
助
成
金
に
つ
い
て
、
短
時
間
労
働
者
に
係
る
異
な
る
取
扱
い
を
廃
止
す
る
こ
と
。

労
働
移
動
支
援
助
成
金
の
う
ち
求
職
活
動
等
支
援
給
付
金

（１）

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
の
う
ち
中
小
企
業
基
盤
人
材
確
保
助
成
金

（２）
四

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
改
正

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
額
に
つ
い
て
、
雇
い
入
れ
た
労
働
者
一
人
当
た
り
定
額
を
支
給
す
る
取
扱
い
に
変
更

す
る
と
と
も
に
、
当
該
助
成
金
の
う
ち
緊
急
就
職
支
援
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給
対
象
に
つ
い
て
、
短
時
間
労
働
者
に

係
る
異
な
る
取
扱
い
を
廃
止
す
る
こ
と
。

第
二

雇
用
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
額
に
つ
い
て
、
雇
い
入
れ
た
労
働
者
一
人
当
た
り
定
額
を
支
給
す
る
取
扱
い
に
変
更

す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他
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一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
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